
政
令
第

号

建
築
物
の
安
全
性
の
確
保
を
図
る
た
め
の
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備

に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
建
築
物
の
安
全
性
の
確
保
を
図
る
た
め
の
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十

二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
定
義
及
び
算
定
方
法
」
を
「
定
義
等
」
に
、
「
・
第
二
条
」
を
「
―
第
二
条
の
二
」
に
、
「
第
二
条
の
二
」
を

「
第
二
条
の
三
」
に
、
「
削
除
」
を
「
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
確
認
の
特
例
」
に
改
め
、
「
―
第
十
三
条
」
を
削
り
、
「

建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
確
認
の
特
例
（
第
十
三
条
の
二
）
」
を
「
中
間
検
査
合
格
証
の
交
付
を
受
け
る
ま
で
の
共
同
住
宅

に
関
す
る
工
事
の
施
工
制
限
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）
」
に
、
「
第
十
三
条
の
三
・
第
十
三
条
の
四
」
を
「
第
十
三
条
・

第
十
三
条
の
二
」
に
、
「
・
第
三
十
六
条
の
二
」
を
「
―
第
三
十
六
条
の
三
」
に
改
め
、
「
・
第
八
十
一
条
の
二
」
を
削
り

、
「
許
容
応
力
度
等
計
算
」
を
「
保
有
水
平
耐
力
計
算
」
に
、
「
第
八
十
二
条
の
五
」
を
「
第
八
十
二
条
の
四
」
に
、
「
第



「
第
一
款
の
三

限
界
耐
力
計
算
（
第
八
十
二
条
の
五
）

一
款
の
三

限
界
耐
力
計
算
（
第
八
十
二
条
の
六
）
」
を

第
一
款
の
四

許
容
応
力
度
等
計
算
（
第
八
十
二
条
の
六
）
」

に
、
「
第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
六
」
を
「
第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
八
」
に
、
「
第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
七
」
を
「
第

百
三
十
六
条
の
二
の
十
九
」
に
、
「
第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
八
」
を
「
第
百
三
十
六
条
の
二
の
二
十
」
に
改
め
る
。

第
一
章
第
一
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
節

用
語
の
定
義
等

第
一
条
第
三
号
中
「
積
雪
」
を
「
積
雪
荷
重
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
二
を
第
二
条
の
三
と
す
る
。

第
一
章
第
一
節
中
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
都
道
府
県
知
事
が
特
定
行
政
庁
と
な
る
建
築
物
）

第
二
条
の
二

法
第
二
条
第
三
十
三
号
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
の
う
ち
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
の
区
域
内
の
も
の
は
、
第
百
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
と
す

る
。



２

法
第
二
条
第
三
十
三
号
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
の
う
ち
法
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

主
事
を
置
く
特
別
区
の
区
域
内
の
も
の
は
、
第
百
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
と
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
第
二
条
の
二
各
号
」
を
「
第
二
条
の
三
各
号
」
に
改
め
る
。

第
一
章
第
三
節
を
削
る
。

第
十
三
条
の
二
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
三
号
イ
中
「
第
二
十
条
」
の
下
に
「
（
第
四
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
法
第
二
十
一
条
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
第
二
章
」
を
「
次
章
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
条
」
の
下
に
「

（
第
四
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
第
二
章
」
を
「
次
章
」
に
改
め
、
第
一
章
第
三
節
の
二
中

同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
一
章
第
三
節
の
二
を
同
章
第
三
節
と
し
、
同
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
三
節
の
二

中
間
検
査
合
格
証
の
交
付
を
受
け
る
ま
で
の
共
同
住
宅
に
関
す
る
工
事
の
施
工
制
限

（
工
事
を
終
え
た
と
き
に
中
間
検
査
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
工
程
）

第
十
一
条

法
第
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
工
程
は
、
二
階
の
床
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
は
り
に
鉄
筋
を

配
置
す
る
工
事
の
工
程
と
す
る
。



（
中
間
検
査
合
格
証
の
交
付
を
受
け
る
ま
で
施
工
し
て
は
な
ら
な
い
工
程
）

第
十
二
条

法
第
七
条
の
三
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
工
程
後
の
工
程
の
う
ち
前
条
に
規
定
す
る
工
程
に
係
る
も
の
は

、
二
階
の
床
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
は
り
に
配
置
さ
れ
た
鉄
筋
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
覆
う
工

事
の
工
程
と
す
る
。

第
十
三
条
の
三
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
泡
消
火
設
備
」
を
「
泡
消
火
設
備
」
に
改
め
、
第
一
章
第
三

あ
わ

節
の
三
中
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
三
条
の
四
を
第
十
三
条
の
二
と
す
る
。

第
三
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
構
造
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

第
三
十
六
条

法
第
二
十
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
（
建
築
設
備
に
係
る
技
術
的
基
準
を
除
く
。
）
は
、
耐

久
性
等
関
係
規
定
（
こ
の
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
、
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
三
十
九
条
第
一

項
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
九
条
、
第
七
十
条
、
第
七
十
二
条
（
第
七
十
九
条
の
四
及
び
第
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
四
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七
十
九
条
の
四
及
び
第
八
十
条
に
お
い



て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
九
条
（
第
七
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
九

条
の
三
並
び
に
第
八
十
条
の
二
（
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
そ
の
指
定
す
る
基
準
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
（
建
築
設
備
に
係
る
技
術
的
基
準
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
構
造
方
法
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

一

第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
構
造
計
算
に
よ
つ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合

こ
の
節
か
ら
第
四
節
の

二
ま
で
、
第
五
節
（
第
六
十
七
条
第
一
項
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
六
十
八
条
第

四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
、
第
六
節
（
第
七
十

三
条
、
第
七
十
七
条
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
七
十
七
条
の
二
第
二
項
、
第
七
十
八
条
（
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
で
造
ら
れ
た
は
り
で
二
以
上
の
部
材
を
組
み
合
わ
せ
る
も
の
の
接
合
部
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

及
び
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

を
除
く
。
）
、
第
六
節
の
二
、
第
八
十
条
及
び
第
七
節
の
二
（
第
八
十
条
の
二
（
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
安
全
上
必

要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
そ
の
指
定
す
る
基
準
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
の
規
定
に
適
合
す
る
構
造
方
法



二

第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
構
造
計
算
に
よ
つ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合

耐
久
性
等
関
係
規
定
に

適
合
す
る
構
造
方
法

三

第
八
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
構
造
計
算
に
よ
つ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合

こ
の
節
か
ら
第
七
節
の

二
ま
で
の
規
定
に
適
合
す
る
構
造
方
法

３

法
第
二
十
条
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
（
建
築
設
備
に
係
る
技
術
的
基
準
を
除
く
。
）

は
、
こ
の
節
か
ら
第
七
節
の
二
ま
で
の
規
定
に
適
合
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
積
雪
」
を
「
積
雪
荷
重
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
つ
り
あ
い
よ
く
」
を
「
釣
合
い
良

く
」
に
改
め
、
第
三
章
第
一
節
中
同
条
を
第
三
十
六
条
の
三
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
地
階
を
除
く
階
数
が
四
以
上
で
あ
る
鉄
骨
造
の
建
築
物
等
に
準
ず
る
建
築
物
）

第
三
十
六
条
の
二

法
第
二
十
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物
と
す
る
。

一

地
階
を
除
く
階
数
が
四
以
上
で
あ
る
組
積
造
又
は
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
建
築
物

二

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
で
あ
る
鉄
骨
造
の
建
築
物
で
あ
つ
て
、
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
又
は
軒
の
高
さ
が
九
メ



ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

三

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
で
あ
つ
て
、
高
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
も
の

四

木
造
、
組
積
造
、
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
若
し
く
は
鉄
骨
造
の
う
ち
二
以
上
の
構
造
を
併
用
す
る
建
築
物

又
は
こ
れ
ら
の
構
造
の
う
ち
一
以
上
の
構
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
を
併

用
す
る
建
築
物
で
あ
つ
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

地
階
を
除
く
階
数
が
四
以
上
で
あ
る
建
築
物

ロ

高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
又
は
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
安
全
性
を
確
か
め
る
た
め
に
地
震
力
に
よ
つ
て
地
上
部
分
の
各
階
に
生
ず
る

水
平
方
向
の
変
形
を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
構
造
又
は
規
模
を
限
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定

す
る
建
築
物

第
六
十
七
条
第
一
項
中
「
接
合
は
」
の
下
に
「
、
ボ
ル
ト
が
緩
ま
な
い
よ
う
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
措
置

を
講
じ
た
ボ
ル
ト
接
合
（
延
べ
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
又
は
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
若



し
く
は
張
り
間
が
十
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
で
あ
つ
て
」
を
加
え
、
「
場
合
は
」
を
「
と
き
は
」
に
、
「
接
合
方
法

に
、
接
合
さ
れ
る
」
を
「
接
合
方
法
、
接
合
さ
れ
る
」
に
、
「
に
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
）
に
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を

削
り
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

当
該
ボ
ル
ト
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
埋
め
込
む
こ
と
。

二

当
該
ボ
ル
ト
に
使
用
す
る
ナ
ッ
ト
の
部
分
を
溶
接
す
る
こ
と
。

三

当
該
ボ
ル
ト
に
ナ
ッ
ト
を
二
重
に
使
用
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
効
力
を
有
す
る
戻
り
止
め
を
す
る
こ
と
。

第
六
十
八
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
七
十
三
条
第
五
項
、
第
七
十
七
条
た
だ
し
書
、
第
七
十
七
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
七
十
八
条
た
だ
し
書
を
削

る
。第

七
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
に
よ
つ
て
構
造
耐
力
上
安
全

で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
を
除
き
、
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
隅
角

ぐ
う

部
」
を
「
隅
角
部
」
に
改
め
る
。



第
八
十
条
の
三
中
「
第
八
十
二
条
の
六
第
八
号
」
を
「
第
八
十
二
条
の
五
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
第
二
十
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

荷
重
及
び
外
力
に
よ
つ
て
建
築
物
の
各
部
分
に
連
続
的
に
生
ず
る
力
及
び
変
形
を
把
握
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
規
定
に
よ
り
把
握
し
た
力
及
び
変
形
が
当
該
建
築
物
の
各
部
分
の
耐
力
及
び
変
形
限
度
を
超
え
な
い
こ
と
を

確
か
め
る
こ
と
。

三

屋
根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
が
、
風
圧
並
び
に
地
震
そ
の
他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
対
し
て
構
造

耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
建
築
物
が
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し

て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

第
八
十
一
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項

を
加
え
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各



号
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
計
算

イ

保
有
水
平
耐
力
計
算
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣

が
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算

ロ

限
界
耐
力
計
算
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算

二

高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
建
築
物

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
計
算

イ

許
容
応
力
度
等
計
算
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣

が
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算

ロ

前
号
に
定
め
る
構
造
計
算

３

法
第
二
十
条
第
三
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
条
各
号
及
び
第
八
十
二
条
の
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造

計
算
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ

た
構
造
計
算
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。



第
八
十
一
条
の
二
を
削
る
。

第
三
章
第
八
節
第
一
款
の
二
の
款
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
款
の
二

保
有
水
平
耐
力
計
算

第
八
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
保
有
水
平
耐
力
計
算
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
八
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

「
許
容
応
力
度
等
計
算
」
」
を
「
前
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
」
に
、
「
第
八
十
二
条
の
五
」

を
「
第
八
十
二
条
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
力
を
」
の
下
に
「
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
」
を
加
え

、
同
条
第
二
号
の
表
中
「
規
定
に
よ
つ
て
」
を
「
規
定
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
八
十
二
条
の
二
中
「
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
建
築
物
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
特
定
建
築
物
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
は
、
前
条
各
号
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
特
定
建
築
物
」
を
「
建
築
物
」
に
、
「
つ
い
て
、
」
を
「
つ
い
て
は
、
」
に
改

め
、
「
水
平
方
向
の
」
の
下
に
「
層
間
変
位
を
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
、
当
該
」
を
加
え
、
「
次
条

」
を
「
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
イ
」
に
、
「
特
定
建
築
物
の
部
分
」
を
「
建
築
物
の
部
分
」
に
改
め
る
。

第
八
十
二
条
の
三
を
削
る
。

第
八
十
二
条
の
四
中
「
特
定
建
築
物
で
高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
八
十
二
条
各
号
及
び



第
八
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
特
定
建
築
物
」
を
「
建
築
物
」
に
、
「
つ
い
て
、
」
を
「
つ
い
て
は
、
」
に
、
「

第
八
十
二
条
の
六
」
を
「
第
八
十
二
条
の
五
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
よ
つ
て
」
の
下
に
「
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る

方
法
に
よ
り
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
特
定
建
築
物
」
を
「
建
築
物
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
十
二
条
の
三
と
す
る
。

第
八
十
二
条
の
五
を
第
八
十
二
条
の
四
と
す
る
。

第
八
十
二
条
の
六
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
第
八
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
「
」
を
「
第
八
十
一
条
第
二

項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
」
に
、
「
」
と
は
」
を
「
と
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
の
表
中
「
規
定
に
よ
つ
て
」
を
「
規
定

に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
イ
中
「
）
を
」
の
下
に
「
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中

「
方
法
に
よ
つ
て
」
を
「
方
法
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
層
間
変
位
を
」
の
下
に
「
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法

に
よ
り
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
イ
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
り
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
方
法
に
よ
つ
て
」
を
「
方
法
に
よ

り
」
に
改
め
、
第
三
章
第
八
節
第
一
款
の
三
中
同
条
を
第
八
十
二
条
の
五
と
す
る
。

第
三
章
第
八
節
第
一
款
の
三
の
次
に
次
の
一
款
を
加
え
る
。

第
一
款
の
四

許
容
応
力
度
等
計
算

第
八
十
二
条
の
六

第
八
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度
等
計
算
と
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り



す
る
構
造
計
算
を
い
う
。

一

第
八
十
二
条
各
号
、
第
八
十
二
条
の
二
及
び
第
八
十
二
条
の
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二

建
築
物
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
次
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

イ

次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
し
た
各
階
の
剛
性
率
が
、
そ
れ
ぞ
れ
十
分
の
六
以
上
で
あ
る
こ
と
。

r
s

R
s

＝



こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Rs

rs

各
階
の
剛
性
率

Rs

各
階
の
層
間
変
形
角
の
逆
数

rs

当
該
建
築
物
に
つ
い
て
の

の
相
加
平
均

rs

ロ

次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
し
た
各
階
の
偏
心
率
が
、
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
十
五
を
超
え
な
い
こ
と
。

e
R
e

＝

r
e



こ
の
式
に
お
い
て
、

、
ｅ
及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Re

re

各
階
の
偏
心
率

Reｅ

各
階
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
が
支
え
る
固
定
荷
重
及
び
積
載
荷
重
（
第
八
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
り
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に
あ
つ
て
は
、
固
定
荷
重
、
積
載
荷
重
及
び
積
雪
荷
重

）
の
重
心
と
当
該
各
階
の
剛
心
を
そ
れ
ぞ
れ
同
一
水
平
面
に
投
影
さ
せ
て
結
ぶ
線
を
計
算
し
よ
う
と
す
る
方

向
と
直
交
す
る
平
面
に
投
影
さ
せ
た
線
の
長
さ
（
単
位

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
各
階
の
剛
心
周
り
の
ね
じ
り
剛
性
の
数
値
を
当
該
各
階

re
の
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
の
水
平
剛
性
の
数
値
で
除
し
た
数
値
の
平
方
根
（
単
位

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

三

前
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
建
築
物
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
そ
の
構
造
方
法
に
応

じ
、
地
震
に
対
し
、
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

第
八
十
八
条
第
一
項
中
「
規
定
に
よ
つ
て
」
を
「
規
定
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
十
二
条
の
四
第
二
号

」
を
「
第
八
十
二
条
の
三
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
九
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
」
を
「
第
八
十
二
条
の
五
第
二
号
」
に
改
め
る
。



第
百
二
十
九
条
の
二
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
二
十
九
条
の
二
の
四

法
第
二
十
条
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準

の
う
ち
建
築
設
備
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

建
築
物
に
設
け
る
第
百
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
昇
降
機
に
あ
つ
て
は
、
第
百
二
十
九

条
の
四
及
び
第
百
二
十
九
条
の
五
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
二
十
九
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
二
十
九
条
の
六
第
一
号
並
び
に
第
百
二
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
（
第
百
二
十
九
条
の
三
第
二
項
第

一
号
に
掲
げ
る
昇
降
機
に
あ
つ
て
は
、
第
百
二
十
九
条
の
六
第
一
号
の
規
定
を
除
く
。
）
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

建
築
物
に
設
け
る
昇
降
機
以
外
の
建
築
設
備
に
あ
つ
て
は
、
構
造
耐
力
上
安
全
な
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
こ
と
。

三

法
第
二
十
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
建
築
物
に
設
け
る
屋
上
か
ら
突
出
す
る
水
槽
、
煙
突
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
に
よ
り
風
圧
並
び
に
地
震
そ
の

他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
一
中
「
掲
げ
る
規
定
と
」
を
「
定
め
る
規
定
と
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
イ
中
「
第
二
十
条
第



二
号
」
を
「
第
二
十
条
（
第
一
号
後
段
、
第
二
号
イ
後
段
及
び
第
三
号
イ
後
段
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
「
第

二
十
一
条
か
ら
」
の
下
に
「
法
第
二
十
四
条
ま
で
、
法
第
二
十
五
条
か
ら
」
を
加
え
、
同
号
ロ
並
び
に
同
条
第
二
号
の
表
（三）

の
項
、

の
項
、

の
項
及
び

の
項
中
「
第
百
二
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
九
条
の
二
の
四
第
二
号
」

（四）

（六）

（七）

に
改
め
る
。

第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
親
会
社
等
）

第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
四

法
第
七
十
七
条
の
十
九
第
十
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
法
第
七
十
七
条
の
十
八
第
一
項
又

は
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
二
に
規
定
す
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
い
ず
れ
か
の
関

係
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
支
配
関
係
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
者
と
す
る
。

一

そ
の
総
株
主
（
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
株
主
を
除
く
。
）
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
三
分
の
一
を
超
え
る
数
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二

そ
の
役
員
（
理
事
、
取
締
役
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
占
め
る
自
己
の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
役
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
次
号



に
お
い
て
同
じ
。
）
の
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

三

そ
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
の
地
位
を
自
己
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
職
員
が
占
め
て
い
る
こ
と
。

２

あ
る
者
に
対
し
て
特
定
支
配
関
係
を
有
す
る
者
に
対
し
て
特
定
支
配
関
係
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
特
定
支

配
関
係
を
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
こ
の
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
八
を
第
百
三
十
六
条
の
二
の
二
十
と
す
る
。

第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
七
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
に
規
定
す
る
登
録
又
は
登
録
証
の
訂
正
若
し
く
は
再
交
付
の

申
請
に
係
る
」
を
「
の
政
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
第
七
章
の
七
中
同
条
を
第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
九
と
す
る
。

第
七
章
の
六
中
第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
六
を
第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
八
と
し
、
第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
五
を
第
百

三
十
六
条
の
二
の
十
七
と
す
る
。

第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
四
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
指
定
確
認
検
査
機
関
に
係
る
指
定
の
有
効
期
間
）

第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
五

法
第
七
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
係
る
指
定
の
有
効
期
間
）



第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
六

法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
六
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

第
百
三
十
七
条
の
二
中
「
超
高
層
建
築
物
」
を
「
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
建
築
物
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
イ
中
「
積
雪

」
を
「
積
雪
荷
重
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
二
十
条
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の
」
を
「
第
二
十
条
第
四

号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
煙
突
及
び
煙
突
の
支
線
）

第
百
三
十
九
条

第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
煙
突
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
単
に
「
煙
突
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
の
政
令

で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
に
煙
突
の
崩
落
及
び
倒
壊
を
防
止
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
こ
と
。

イ

高
さ
が
十
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
煙
突
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鋼
造
と

し
、
支
線
を
要
し
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。



ロ

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
煙
突
は
、
鉄
筋
に
対
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
か
ぶ
り
厚
さ
を
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

と
す
る
こ
と
。

ハ

陶
管
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
管
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
管
で
造
ら
れ
た
煙
突
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

管
と
管
と
を
セ
メ
ン
ト
モ
ル
タ
ル
で
接
合
す
る
こ
と
。

（１）

高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
煙
突
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
支
枠
又
は
支
枠
及
び
支

（２）
線
を
設
け
て
、
こ
れ
に
緊
結
す
る
こ
と
。

高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
煙
突
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
鋼
製
の
支
枠
を
設
け

（３）
て
、
こ
れ
に
緊
結
す
る
こ
と
。

ニ

組
積
造
又
は
無
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
煙
突
は
、
そ
の
崩
落
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
鋼
材
の
支
枠
を
設
け
る
こ
と
。

ホ

煙
突
の
支
線
の
端
部
に
あ
つ
て
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
く
い
そ
の
他
腐
食
す
る
お
そ
れ
の
な
い
建
築
物
若

し
く
は
工
作
物
又
は
有
効
な
さ
び
止
め
若
し
く
は
防
腐
の
措
置
を
講
じ
た
く
い
に
緊
結
す
る
こ
と
。

二

次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
規
定
（
第
七
章
の
八
の
規
定
を
除
く
。
）
に
適
合
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
こ
と
。

三

高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
煙
突
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
用
い
る
構
造
方
法
が
、
荷
重
及
び
外
力
に
よ
つ
て
煙
突



の
各
部
分
に
連
続
的
に
生
ず
る
力
及
び
変
形
を
把
握
す
る
こ
と
そ
の
他
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構

造
計
算
に
よ
つ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
煙
突
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
用
い
る
構
造
方
法
が
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
適

合
す
る
こ
と
。

イ

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
。

ロ

前
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
に
よ
つ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
国

土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

煙
突
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
の
三
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
、
第
三
章
第
五

節
（
第
七
十
条
を
除
く
。
）
、
第
六
節
（
第
七
十
六
条
か
ら
第
七
十
八
条
の
二
ま
で
を
除
く
。
）
、
第
六
節
の
二
（
第
七

十
九
条
の
四
（
第
七
十
六
条
か
ら
第
七
十
八
条
の
二
ま
で
の
準
用
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
及
び
第
八
十

条
（
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
の
準
用
に
関
す
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
八
十
条
の
二
、
第
百
十
五
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
、
第
五
章
の
四
第
三
節
並
び
に
第
七
章
の
八
の
規

定
を
準
用
す
る
。



第
百
四
十
条
中
「
第
百
三
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
前
項
に
規
定
す
る
工
作
物
」
に
、
「
第
三
十
六

条
の
二
」
を
「
第
三
十
六
条
の
三
」
に
、
「
第
七
十
九
条
の
四
の
規
定
中
」
を
「
第
七
十
九
条
の
四
（
」
に
改
め
、
「
部
分

」
の
下
に
「
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条

第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
工
作
物
に
関
す
る
法
第
八
十
八
条
第
一
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
規
定
（
第

七
章
の
八
の
規
定
を
除
く
。
）
に
適
合
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

第
百
四
十
一
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
工
作
物
に
関
す
る
法
第
八
十

八
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
構
造
方
法
に
よ
り
鉄
筋
、
鉄
骨
又
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
よ
つ
て
補
強
し
た
場
合
を
除

き
、
そ
の
主
要
な
部
分
を
組
積
造
及
び
無
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
以
外
の
構
造
と
す
る
こ
と
。

二

次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
規
定
（
第
七
章
の
八
の
規
定
を
除
く
。
）
に
適
合
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
こ
と
。



第
百
四
十
一
条
第
二
項
中
「
掲
げ
る
も
の
」
を
「
規
定
す
る
工
作
物
」
に
、
「
第
三
十
六
条
の
二
」
を
「
第
三
十
六
条
の

三
」
に
、
「
第
六
節
並
び
に
」
を
「
第
六
節
及
び
」
に
、
「
第
百
三
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号

及
び
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
二
条
中
「
第
百
三
十
八
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
」
を
削
り
、
「
第
三
十
六
条
の
二
」
を
「
第
三
十
六
条
の

三
」
に
、
「
第
三
章
第
七
節
」
を
「
第
八
十
条
」
に
、
「
、
第
七
章
の
八
」
を
「
及
び
第
七
章
の
八
」
に
改
め
、
「
及
び
第

百
三
十
九
条
第
三
項
」
及
び
「
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
削
り
、
同

条
各
号
を
削
り
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
擁
壁
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
擁

壁
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
の
政
令
で
定
め
る
技

術
的
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
に
擁
壁
の
破
壊
及
び
転
倒
を
防
止
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

一

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
石
造
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
腐
食
し
な
い
材
料
を
用
い
た
構
造
と
す
る
こ
と
。

二

石
造
の
擁
壁
に
あ
つ
て
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
用
い
て
裏
込
め
し
、
石
と
石
と
を
十
分
に
結
合
す
る
こ
と
。



三

擁
壁
の
裏
面
の
排
水
を
良
く
す
る
た
め
、
水
抜
穴
を
設
け
、
か
つ
、
擁
壁
の
裏
面
の
水
抜
穴
の
周
辺
に
砂
利
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
詰
め
る
こ
と
。

四

次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
規
定
（
第
七
章
の
八
（
第
百
三
十
六
条
の
六
を
除
く
。
）
の
規
定
を
除
く
。
）
に
適
合
す

る
構
造
方
法
を
用
い
る
こ
と
。

五

そ
の
用
い
る
構
造
方
法
が
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性

を
有
す
る
こ
と
。

第
百
四
十
三
条
中
「
第
百
三
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
前
項
に
規
定
す
る
乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
」
に
、
「
第
三
十
六
条
の
二
」
を
「
第
三
十
六
条
の
三
」
に
、
「
第
百
三
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
百
三

十
九
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
百
三
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
関
す
る
法
第
八
十
八
条
第
一

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
規
定
（

第
七
章
の
八
の
規
定
を
除
く
。
）
に
適
合
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

第
百
四
十
四
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第
百
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
遊
戯
施
設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
遊
戯
施
設
」
と
い

う
。
）
に
関
す
る
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
百
四
十
四
条
第
一
号
中
「
つ
る
」
を
「
吊
る
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

つ

ロ

高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
遊
戯
施
設
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
用
い
る
構
造
方
法
が
、
荷
重
及
び
外
力
に
よ
つ

て
主
要
な
支
持
部
分
に
連
続
的
に
生
ず
る
力
及
び
変
形
を
把
握
す
る
こ
と
そ
の
他
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準

に
従
つ
た
構
造
計
算
に
よ
つ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。

第
百
四
十
四
条
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
遊
戯
施
設
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
用
い
る
構
造
方
法
が
、
次
の

又
は

の
い
ず
れ

（１）

（２）

か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
。

（１）

ロ
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
に
よ
つ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
国

（２）



土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
百
四
十
四
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
外
れ
る
」
を
「
脱
落
す
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、

同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

次
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
二
十
九
条
の
四
（
第
一
項
第
一
号
イ
を
除
く
。
）
及
び
第
百
二
十
九
条

の
五
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
こ
と
。

第
百
四
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

遊
戯
施
設
に
つ
い
て
は
第
七
章
の
八
の
規
定
を
、
そ
の
主
要
な
支
持
部
分
の
う
ち
摩
損
又
は
疲
労
破
壊
が
生
ず
る
お
そ

れ
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
第
百
二
十
九
条
の
四
（
第
一
項
第
一
号
イ
を
除
く
。
）
及
び
第
百
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の

規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
二
十
九
条
の
四
の
見
出
し
、
同
条
第

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

遊
戯
施
設

一
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
二
項
第



三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
三
項
（
第
五

号
を
除
く
。
）
並
び
に
第
百
二
十
九
条
の

五
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項

第
百
二
十
九
条
の
四

か
ご

客
席
部
分

第
百
二
十
九
条
の
四
第
一
項

構
造
上
主
要
な
部
分
（

構
造
上
主
要
な
部
分
（
摩
損
又
は
疲
労

破
壊
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に

限
る
。

第
百
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ロ

昇
降
に

走
行
又
は
回
転
に

第
百
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ロ
及

通
常
の
昇
降
時

通
常
の
走
行
又
は
回
転
時



び
第
二
項
第
二
号

第
百
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
油
圧
エ
レ
ベ
ー

遊
戯
施
設
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定

タ
ー
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
る
遊
戯
施
設

め
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

前
号
イ
及
び
ロ

前
号
ロ

第
百
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
及
び

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
強
度
検
証
法

遊
戯
施
設
強
度
検
証
法

第
二
項

第
百
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
三
号

第
一
号
イ
及
び
ロ

第
一
号
ロ



第
百
二
十
九
条
の
四
第
二
項

、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

、
遊
戯
施
設

第
百
二
十
九
条
の
四
第
二
項
第
一
号

次
条
に
規
定
す
る
荷
重

次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
固
定
荷
重
及

び
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
積
載
荷
重

第
百
二
十
九
条
の
四
第
二
項
第
二
号

昇
降
す
る

走
行
し
、
又
は
回
転
す
る

次
条
第
二
項
に
規
定
す
る

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る

第
百
二
十
九
条
の
四
第
三
項
第
五
号

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
昇
降
路
の
壁
の

遊
戯
施
設

全
部
又
は
一
部
を
有
し
な
い
も
の

第
百
四
十
四
条
の
二
の
表

の
項
及
び

の
項
中
「
第
百
四
十
三
条
」
を
「
第
百
四
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表

（一）

（二）

（三）



の
項
中
「
つ
る
」
を
「
吊
る
」
に
、
「
前
条
（
第
七
章
の
八
の
規
定
の
準
用
に
関
す
る
部
分
を
除
き
、
同
条
第
一
号
イ
及
び

つ

第
七
号
に
あ
つ
て
は
」
を
「
前
条
第
一
項
（
同
項
第
一
号
イ
及
び
第
六
号
に
あ
つ
て
は
、
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
七
条
第
一
項
中
「
第
五
項
に
規
定
す
る
仮
設
建
築
物
」
の
下
に
「
（
高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限

る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物

の
う
ち
同
項
第
一
号
」
に
、
「
工
作
物
」
を
「
煙
突
（
高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
」
に
、
「
第
百
三

十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
「
及
び
第
百
三
十
九
条
第
三
項
」
を
削
り

、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
三
十
八
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
同
項
第
二

号
」
に
改
め
、
「
工
作
物
」
の
下
に
「
（
高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
第
百
四
十
条
」

を
「
第
百
四
十
条
第
二
項
（
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
第
六
項
、
第
六
十
七
条
及
び
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規

定
の
準
用
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
「
こ
れ
ら
の
規
定
中
」
を
削
り
、
「
第
百
三
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第

百
三
十
九
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
八
条
第
一
項
中
「
に
規
定
す
る
建
築
主
事
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務
で
政
令
」
を
「
の
政
令

」
に
、
「
も
の
は
」
を
「
事
務
は
」
に
、
「
そ
の
」
を
「
当
該
建
築
物
又
は
工
作
物
の
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
百



三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
煙
突
」
に
、

「
第
三
号
」
を
「
同
項
第
三
号
」
に
、
「
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
工
作
物
」
を
「
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
擁
壁
」
に
改
め
、

「
も
の
（
」
の
下
に
「
い
ず
れ
も
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
た
る
特
定
行
政
庁
の
権
限
に

属
す
る
事
務
で
政
令
」
を
「
の
政
令
」
に
、
「
も
の
」
を
「
事
務
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
六
条
の
二
第
四
項
及
び

第
五
項
（
」
を
「
第
六
条
の
二
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
に
改
め
、
「
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
を
削
り

、
「
第
十
八
条
第
十
四
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
九
条
第
一
項
中
「
に
規
定
す
る
建
築
主
事
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務
で
政
令
」
を
「
の
政
令

」
に
、
「
も
の
は
」
を
「
事
務
は
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
百
三
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
第
百
三
十

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
同
条
第
三
項
第
二
号
ハ
」
を
「
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
同
項
第
二
号

ハ
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
条
の
見
出
し
を
「
（
両
罰
規
定
の
対
象
と
な
る
多
数
の
者
が
利
用
す
る
建
築
物
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
百

三
条
第
一
号
」
を
「
第
百
四
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

（
建
築
士
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
二
条

建
築
士
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
第
十
条
第
五
項
」
を
「
第
十
条
第
六
項
」
に
改
め
、
「
次
の
」
の
下
に
「
各
号
に
掲
げ
る
参
考
人
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
」
を
加
え
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

国
土
交
通
大
臣
の
求
め
に
応
じ
て
出
席
し
た
参
考
人

政
府
職
員
に
支
給
す
る
旅
費
、
日
当
そ
の
他
の
費
用
の
額
の

範
囲
内
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
額

二

都
道
府
県
知
事
の
求
め
に
応
じ
て
出
席
し
た
参
考
人

都
道
府
県
が
条
例
で
定
め
る
額

第
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
四
条
の
五

第
二
項
に
お
い
て
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
」
を
「
第
二
十
四
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
者

に
書
面
の
交
付
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
」
に
改
め
る
。

（
建
設
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
第
十
一
号
（
」
を
「
第
十
一
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
に
改
め
、
「
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
を
削
る
。

第
三
条
の
二
第
一
号
中
「
（
同
法
」
を
「
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
」
に
改
め
、
「
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
を
削
り
、
「
第



九
十
八
条
」
を
「
第
九
十
八
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
三
第
一
号
中
「
同
法
」
を
「
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
」
に
改
め
、
「
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
を
削
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
十
条
の
十
七
中
「
建
築
基
準
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
」
を
加
え
、
「
第
十
四
項
」

を
「
第
二
十
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
建
築
物
の
安
全
性
の
確
保
を
図
る
た
め
の
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
六
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

第
百
三
十

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）



九
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
ロ
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
新
令
第
百
四
十
条
第
二
項
、
第
百
四
十
一
条
第
二
項
及
び
第
百
四

の
規
定
に
よ
る

十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
（２）

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
並
び
に
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
新
令
の

規
定
の
例
に
よ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法
施
行
令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
三
号
又
は
同

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
構
造
方
法
は
、
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築

基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
十
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
て
い
る
も

の
と
み
な
す
。

（
消
防
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
二
の
二
第
二
号
中
「
第
十
三
条
の
三
第
一
号
」
を
「
第
十
三
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

（
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
五
条

宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
第
三
十
六
条
の
二
」
を
「
第
三
十
六
条
の
三
」
に
改
め
る
。



理

由

建
築
物
の
安
全
性
の
確
保
を
図
る
た
め
の
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
工
事
を
終
え
た
と
き

に
中
間
検
査
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
工
程
、
構
造
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
及
び
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関

に
係
る
指
定
の
有
効
期
間
を
定
め
る
等

必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う


